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本日の発表事項

Ⅰ 福島県における取組状況

Ⅰ－１ 福島県の概要

Ⅰ－２ これまでの歩み

Ⅰ－３ 進捗状況

Ⅰ－４ 現実的な役割分担の進展

Ⅱ 現在の地域医療構想における課題と対応

Ⅱ－１ 全体像 ～現在、そして次に向けて～

Ⅱ－２ 枠組・推進体制

Ⅱ－３ 役割分担・医療体制

Ⅱ－４ 先駆的府県の取組が示唆するもの

Ⅲ 次の地域医療構想に向けた課題と対応
Ⅲ－１ 全体像～次の構想に向けて～

Ⅲ－２ 建付けのアップデート、グランドデザインの必要性、

国の役割の可視化・明確化

Ⅲ－３ 会議デザインのアップデート、主要ステークホルダー

の理解（病院経営者の視点）

Ⅲ－４ 地域協働による構想の推進（検討→策定→実行→

進捗確認→改善）

Ⅲ－５ 推進のための組織体制の確保、専門性の確保

Ⅲ－６ 役割分担・医療体制のアップデート

Ⅳ 結びに ～国と都道府県等との協働関係のアップデート～

Ⅴ 参考資料

参考資料１ 地域医療構想に関する都道府県意見

参考資料２ 先駆的府県資料（石川県、佐賀県、新潟県）

参考資料３ 介護施設・医療施設の整備計画の特性等について

参考資料４ 福島県の医療圏概観（①～⑥：６医療園）
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Ⅰ 福島県における取組状況
Ⅰ－１ 福島県の概要

福島県の地域医療構想区域（二次医療圏）【第8次福島県医療計画】
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県中医療圏
人口： 519,577人
面積：2,406.24㎢

会津・南会津医療圏
人口： 256,403人
面積：5,420.31㎢

県北医療圏
人口： 465,894人
面積：1,753.34㎢

相双医療圏
人口： 119,577人
面積：1,738.91㎢

いわき医療圏
人口： 332,931人
面積：1,232.26㎢

県南医療圏
人口： 138,770人
面積：1,233.08㎢

【参考】東京都【東京都保健医療計画】

人口：1,405万人
面積：2,194㎢

広大な県土に６医療圏設定(旧７)
・一医療圏が県単位の規模
・一つの医療圏の範囲内においても
医療機能が集積する地域と過疎化が進ん
だ地域が混在（域内移動時間大）
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Ⅰ 福島県における取組状況
Ⅰ－２ これまでの歩み

平成27年５月 福島県地域医療構想 策定着手

平成28年12月 福島県地域医療構想 策定

平成29年～
令和元年度

各構想区域において地域医療構想調整会議を年３回程度開催
（構想区域の現状と分析から導かれる課題の情報共有及び意見交換 等）

令和２～
令和３年度

各構想区域において地域医療構想調整会議を年１回程度開催
（新型コロナウイルス感染症の影響により、書面にて開催）

令和４年度 調査委託業務により構想区域毎の将来医療需要や医療機能分析等を開始
その調査結果を基に各構想区域において説明及び協議を実施

令和５年度 各構想区域の課題に応じた詳細分析、全国の医療機関の再編・統合事例の情報提供等を基に各構
想区域において説明及び協議を実施
本県における定量的基準に関する検討を再開

・自治体立病院の再編は地域医療構想策定前に大幅進展（例：県立病院９→３（精神・過疎地に特化））

・地方にしては民間病院のウェイトが高い県（調整難度が高い背景）

・策定後の推進体制が脆弱な中、新型コロナによるBCP対応（R４年度まで感染症司令塔機能も所管）

・厚労省勉強会を契機に令和４年度中途より地域の将来需要・機能分析、その共有を開始

新型コロナ
対応
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Ⅰ 福島県における取組状況
Ⅰ－３ 進捗状況

・課題はあるものの回復期へのシフトは段階的に進展

・ポストアキュート、サブアキュート的な病棟が急性期の区分となっているケースあり。

・スタッフ確保面で稼働率を下げざるを得ないケースもあり、実際の急性期は上記より縮小している状況
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（参考）R３→５
急性期 △571
回復期 ＋299

※避難地域の医療再構築が途上
休床も相当数存在

高度急性期 △265床

急性期 △1,590床

回復期 1,154床

慢性期 △1,090床

進捗状況（H28→R5）
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Ⅰ 福島県における取組状況
Ⅰ－４ 現実的な役割分担の進展

〇コロナ禍の医療体制構築における実像～役割分担の進展～

コロナ禍を通じて役割分担は進展～コロナ禍の経験を生かすことが重要～

新型コロナ役割 概ね該当する医療機関 病床機能報告

重症患者 三次救急病院 高度急性期・急性期

中等症Ⅱ 中核的二次救急病院 急性期（一部高度急性期）

中等症Ⅰ～軽症 二次救急、亜急性期、回復期病院 急性期、回復期、慢性期

後方支援医療機関 回復期・慢性期病院 回復期・慢性期

地域医療構想推進の寄与（背景的な要因）
・医療機能の分化・連携の誘導
・制度的な議論の場の設定
・確保基金による支援制度の支え
・診療報酬制度による誘導
・病院経営者の先を見た判断

深刻な地域課題の共有・真剣な議論
・当初は３次救急、中核的２次救急病院に依存
・強い危機感の共有（フロント病院のひっ迫、

救急にも支障、圧倒的に増えるコロナ患者数）
・それぞれの病院の強みを踏まえた役割分担
・上記を支える誘導・制度的支援（補助・報酬）
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Ⅱ 現在の地域医療構想における課題と対応
Ⅱ－１ 全体像 ～現在、そして次に向けて～

枠組・推進体制現状と課題

役割分担・医療体制

構想への誤解・理解不足

経営判断の困難性（特に民間）

会議デザインの不足

「構想」の建付アップデート

グランドデザインの可視化

経営判断支援の観点の強化、
会議デザインのアップデート

2025年の早期陳腐化

事務局体制の専門性・調整力の
不足

組織特性を踏まえた専門性の確保・育
成・支援策

業務の量・質の大幅増に対応する組織
体制の確保

病床必要量と機能報告の
制度的な不整合（病床・病棟）

医療資源が乏しい地域への対応
（在宅の受け皿縮小地域）

在宅や介護との連携に際する調
整負担・難度

目標と実績が対応する設計への見直し

現実的な医療機能を踏まえた目標の設
定・柔軟化

複数シナリオの設定

策定時と実際の機能のズレ
（急性期・回復期）

医師・看護師不足への対応
人材確保に関する制度設計の見直し・
強化（国・地方双方）

現実解を意識した在宅や介護との連携
強化

課 題 次の構想に向けての課題
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空白期間（2026年度）対応

病院経営の持続可能性の視点



Ⅱ 現在の地域医療構想における課題と対応
Ⅱ－２ 枠組・推進体制

・誤解の払しょく・軌道修正からスタートするケースも

・我が国としてのグランドデザインの見えにくさ

・「構想」が多義的。進むほど機能や役割が追加

・医療計画と構想の関係性の複雑化（建付け上は一部）

・「策定」ガイドラインという建付けの課題

①構想への誤解・理解不足

②２０２５年の早期陳腐化

・策定時点で2025年が直近の状態。既に議論がしにくい。

・経営転換を進めるには常に10、20、30年先の視点、
そのアップデートが不可欠

③経営判断の困難性

・病床機能転換＝経営転換＝経営判断・決心・利害調整

・経営判断には、病院の現況（強み・弱み）、地域状況、
将来予想（患者、収入）、制度ハードル等が必要

・病院経営者の悩みを強く想定した情報、議論、支援が
特に求められるところ。

④会議デザインの不足

・地域課題を「ともに」考えるための会議設計の在り方

・特に目標値の押付けが地域理解を遠ざける性格

・病院経営に配慮した段階の踏み方、議論の進め方

⑤事務局体制の専門性・調整力の不足

・事務局職員は短期間（数年）での異動が多い傾向（医療経営分野未経
験者が担当することもあり）

・一方で医療や経営に対する専門性、調整力、リード力が求められる

・構想に求められる内容・業務の高度化、業務量の増

・必要なレベル・体制をどのように確保・担保できるか。

⑥空白年度（２０２６）対応

・令和８（２０２６）年度の取組の取扱い（目指す姿・その値）

・確保基金事業の取扱いは、活用先が多岐で調整を要するため、
前年度（R７）春には取扱いの提示が必要
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Ⅱ 現在の地域医療構想における課題と対応
Ⅱ－３ 役割分担・医療体制

・必要量は病床だが、報告は「病棟」単位

・当該扱いがもたらした混乱

・解釈や独自基準での整理という後手感のある対応

①病床必要量と機能報告の制度的な不整合（病床・病棟） ④在宅や介護との連携に際する調整の困難性

・病院間の機能分担だけでは完結せず、進めるべき課題

・在宅との連携は、地域への踏込が必要。

・一方でこれまで以上にステークホルダーが増加・複雑化

・介護は市町村主体であるため、医療サイドからのアプローチのみでは、
体制の調整は難度高い側面あり。

②策定時と実際の機能のズレ（急性期・回復期）

・急性期と回復期に関わるバリエーションへの対応
（例：ポストアキュート、サブアキュート、高齢者救急）

・多機能性を有する病院・病棟への評価

※過疎地域等では高齢者医療と急性期のミックス形態も。

⑤医師・看護師不足への対応（適応策・対応策の双方）

・医師数が絶対的に不足する地域における医師の確保

・包括期のニーズ増に対応する医師の不足感（総合的診療を担う医師
←→ サブスぺ志向の流れ）

・病院看護師（特に急性期）の流出傾向、一方でニーズ増となる在宅・
介護とのミスマッチも

※看護は新たな成り手の不足感あり。必要数をいかに確保するか（新
卒者対策、再就業対策）。

・将来的に看護師不足が進めば、看護師→医師への逆タスクシフトの可
能性も…

③医療資源が乏しい地域への対応（在宅の受け皿縮小地域）

・過疎地では診療所が順次縮小（かかりつけ、在宅医療機能の縮小）※
高齢医師の引退、経営面でも困難な地域（患者密度等）

・地域内病院がクリニックが担っていた機能のカバーを求められる構図
も（かかりつけ医機能、在宅医療支援）。
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Ⅱ 現在の地域医療構想における課題と対応
Ⅱ－４－１ 先駆的府県の取組が示唆するもの①

区分 象徴的ワード 関連ワード・補足（文責：本報告者） 府県名

基本スタンス 対話と信頼なくして地域医療の推進なし 推進のための基本的理念 佐賀県

私たちの地域のことは私たちで決めるための
課題の見える化、データ分析、コンセンサス形成

自分達の地域のことは自分達で決める

その実現のための課題の見える化、データ分析、
コンセンサスの形成

石川県

構想の基本

認識

地域医療構想は人口問題から考える天気予報 行政は「予報精度の向上」

医療機関は「立ち位置の決定」

佐賀県

グランド

デザイン

地域ごとの課題抽出を元に全県共通の課題を
整理し、グランドデザインを策定

持続可能で質の高い医療を提供し続けるための
地域医療構想の実現に向けた今後の方向性

新潟県

ステークホルダーの
理解

地域医療構想に関わる様々なステークホルダーを
意識した対応

ステークホルダーに当事者意識を持ってもらい、
課題を熟考し、行動を起こしてもらうことが重要

そのためにもステークホルダーの意思決定プロセスの理解
が重要

石川県

9
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Ⅱ 現在の地域医療構想における課題と対応
Ⅱ－４－２ 先駆的府県の取組が示唆するもの②

区分 象徴的ワード 関連ワード・補足（文責：本報告者） 府県名

関係性の構築 県医師会等と「データと悩みを共有」、
「顔が見える」から「腹を割って話せる」関係

節目節目での情報共有・論点整理

共働による検討機会の設定
（地域主体・行政支援による理解の深化）

佐賀県

医療機関の

必要情報の視点

医療機関が必要としているのは「自院の経営に資
する情報」

最も必要なのは患者数の将来予測

個々の医療機関にどれだけ影響がでるかを見せることが肝

石川県

議論の整理 調整会議での協議が進むよう、現場課題にあった
論点を明確化

地域医療構想との整合性は、病床数との整合性ではなく、
地域完結型医療（理念・価値観）との整合性

一般論や他事例の情報を収集しつつ、「地域の実情」に
あった論点整理と協議の展開

佐賀県

合意形成の

要件

地域医療構想を進めるためには必要な要件 以下の①～⑤を繰り返すこと

①ステークホルダーの参加（当事者意識の醸成）
②課題（問いの設定）
③課題の「見える化」
④解決策の提示（仮説構築）
⑤合意形成（コンセンサス形成）

石川県

人材確保策との
一体性

医師確保・養成の議論（特に総合診療医）と表裏
一体の議論を実施

救急体制を確保するため高度医療を支える病院への医療資
源（医師）の集約化

地域包括ケアを支える医療機関では総合診療医の確保・県
域での養成

新潟県
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Ⅲ 次の地域医療構想に向けた課題と対応
Ⅲ－１ 全体像～次の構想に向けて～

枠組・推進体制現状と課題

役割分担・医療体制

「構想」の建付アップデート

グランドデザインの可視化

経営判断支援の観点の強化、
会議デザインのアップデート

組織特性を踏まえた専門性の確保・育
成・支援策

業務の量・質の大幅増に対応する組織
体制の確保

病床必要量と機能報告の
制度的な不整合（病床・病棟）

医療資源が乏しい地域への対応
（在宅の受け皿縮小地域）

在宅や介護との連携に際する調
整負担・難度

策定時と実際の機能のズレ
（急性期・回復期）

医師・看護師不足への対応（適
応策・対応策の双方）

現在の課題 次の構想に向けての課題

11

構想への誤解・理解不足

経営判断の困難性（特に民間）

会議デザインの不足

2025年の早期陳腐化

事務局体制の専門性・調整力の
不足

空白期間（2026年度）対応

目標と実績が対応する設計への見直し

現実的な医療機能を踏まえた目標の設
定・柔軟化

複数シナリオの設定

人材確保に関する制度設計の見直し・
強化（国・地方双方）

現実解を意識した在宅や介護との連携
強化

病院経営の持続可能性の視点



Ⅲ 次の地域医療構想に向けた課題と対応
Ⅲ－２ 建付けのアップデート、グランドデザインの必要性、国の役割の可視化・明確化

【現状の建付】

国（厚生労働省）

都道府県

地域医療構想「策定」ガイドラインの提示

将来推計

目指すべき姿

現状

必要となる施策

左記の数値化

構想の「策定」【PLAN】

（検討過程では目指すべき姿も含め検討）

将来推計 目指すべき姿

説明

支援策目指すべき数値（目標）

地域での推進【DO】

現状

将来推計

目指すべき姿

現状

必要となる施策

オールジャパンの方向性【構想全体像の可視化】

【アップデートが必要な部分】

確保基金を通じた支援

推進のための体制確保策

確保基金以外の制度的支援

推進方策≠策定方策

診療報酬による制度的支援

オールジャパンマター ローカルマター

国としての推進スタンス

議論・検討

計画段階から協働することが実質的な推進策に

地域内協働を担保するための
検討・協議・策定期間の確保

・次の構想では所掌範囲や
ステークホルダーが拡大

・調整難度は高まる方向
・効果的な推進のためには、

策定段階からの実効性あ
る議論・調整が重要

・地域協働の観点での検討

「策定ガイドライン」と
いう用語・定義で妥当か
検討の必要性あり

12



Ⅲ 次の地域医療構想に向けた課題と対応
Ⅲ－３ 会議デザインのアップデート、主要ステークホルダーへの理解（病院経営者の視点）

【行政の目線～行政計画：PDCAの視点】 【経営者の目線～OODAループ的な視点～】

Plan

（計画）

Do

（実行）

Check

（把握・評価）

Act

（改善行動）

Observe

（観察・把握）

Orient

（仮説構築・検討）

Decide

（決心・意思決定）

Act

（決定事項の遂行）

収支想定（診療報酬・コ
ストの増減）、人員確保、
転換コスト等を踏まえた
トータルメリットの検討
収支計画等の検討

院内（医師、看護、事務等）
院外（金融機関、医療機関等）
等のステークホルダーとの事前
調整

前提となる状況（現況、
将来見通し）等の把握・
基礎的検討

必要スタッフの確保
金融機関等との調整
施設・設備整備
スタッフの教育・訓練

行政ではPLAN→DOの建付だが、経営側ではその間にOODAといった多層の検討・調整ステップが介在

経営判断・実行を行ってもらうために必要な環境整備・支援、議論の在り方等の観点が不可欠

13



Ⅲ 次の地域医療構想に向けた課題と対応
Ⅲ－４ 地域協働による構想の推進（検討→策定→実行→進捗確認→改善）

【過去の行政計画】 【地域協働による計画の策定と推進】

時間とリソースに制約があると旧来型の計画策定に留まる傾向（推進時の調整難度高）

役割分担の見直しなど、ステークホルダーの主体的な動きが必要な分野は、地域協働型の策定スタイル・スタンスが重要

「協働で進めるためには何が必要か」を深掘りすれば、必要な解決策が見えてくるものと思料

計画の策定

・指針等を踏まえた情報収集・
情報整理

・素案の作成
・協議会等を通じた意見聴取、

反映、確認
・組織決定

実行

・地域課題・方向性の
提示・説明

・上記を踏まえた協議・
利害調整

・コンセンサスを得た部分から
逐次実行

目的・スタン

スの共有

課題の共有

・検討

地域課題の

抽出

目指す姿の

検討・合意

対応策の

検討・合意
地域協働による

検討・策定
検討過程＝実行準備

目的・スタンス

・目標の確認

具体の実行策

の確認

実行策の調整
構成員の

実行策の確認

実行地域協働による実行
事前整理を
基礎に実行

14



Ⅲ 次の地域医療構想に向けた課題と対応
Ⅲ－５ 推進のための組織体制の確保、専門性の確保

【現状の傾向】

医療体制担当職員

会議構成員等（医療経営者等）

構想の検討、地域での説明・調整、リード

地域の将来推計

目指すべき姿・目標値

地域の詳細な現状

必要となる施策・支援策
（補助金、診療報酬制度、

医療のトレンド

事務系の場合、数年単位で人事異動
専門性の蓄積に懸念あり

【アップデートが必要な部分】

・現在は事後対応として、
段階的に支援策を強化

・支援側の支援知見・スキ
ルの向上も課題

・次に向けては「推進策」
として支援体制の強化・
確立を図ることが重要説明 質疑対応

国（厚労省）

要対応事項の
絶え間ない追加

研修会等の開催・コンサル活用による支援 業務難易度の上昇業務量の増

体制確保への支援

現状を踏まえた
体制強化要請

実現のための
地方財政措置

左記の課題抽出医療情報の把握・分析

専門支援体制の強化
（現取組の体系的強化）

アカデミック・コンサル双方を
組み合わせた支援体制の確保

（全国の知見・ノウハウの集積と提供）

上記の解釈

支援・誘導方向の検討

医療体制・
医療経営に関する
専門研修の強化

トータル的な
伴走支援体制の確保医療団体主催研修への専門家支援

15



Ⅲ 次の地域医療構想に向けた課題と対応
Ⅲ－６ 役割分担・医療体制のアップデート

・把握可能な実績に対応する目標の設定

・病床と病棟のズレが生じない制度設計

・運用途中でズレが生じた場合における制度的な対応の実施

・既存目標の墨守により、本来実施施すべき機能整備に支障が生じない
ような制度設計も重要

※解釈上の「回復期」位置付けにより、回復期への本格的体制整備の
支援対象外とならないような設計（高度急性期も同様）

・人口集積・医療機関集中地域の想定・在り方

・人口減少・医療過疎地域の想定・在り方

・上記の混在地域の想定・在り方

（参考）医療機関単位で役割分担が成立する想定・在り方

一つの医療機関が多機能対応となる想定・在り方

在宅対応が既に現実的でない地域の想定・在り方

・議論と調整・すり合わせなど対応が必要な課題

・一方で医療サイドと介護側の施策構造の違いに留意

・「地域医療構想」のアプローチで対応できる課題と、

介護側の枠組み整理が必要な課題があると思料

・今まで以上にエリアや役割が多層化（難度上昇）

・事務局負担への制度的配慮が必要

・人材確保の困難化や経営環境の悪化により、病院の持続可能性が今後
大きな課題になるものと思料（特に地方部）

・地方部では既存医療機関は「貴重で限られた医療資源」、適切な役割
を継続的に担うことができるような観点での支援策も必要（構想具体
化のための伴走支援等）

①目標と実績が対応する設計への見直し

②現実的な医療機能を踏まえた目標の設定・柔軟化

③複数シナリオの設定

④現実解を意識した在宅や介護との連携強化

⑤病院経営の持続可能性の視点

・絶対的医師不足地域における医師確保対策の継続実施

・地域包括ケアを支える診療分野の医師の制度的育成

（総合診療医等の育成、サブスぺ専門医の総合診療能力の育成等）

・若年人口減に伴う新卒看護師の中長期の減少リスク対策

・新卒者の確保策と並行し、必要とされる分野への再就業者の実効ある
人材育成・マッチング、プラチナナースの拡大など、既存看護人材の
活躍の場の確保策への注力

⑥人材確保に関する制度設計の見直し【国、地方双方】

・急性期と回復期に関わる入院機能への対応

（サブアキュート、高齢者救急、ポストアキュート）

※医療機関集積地域以外では、一つの病院が複数の機能を
当然用いることの想定が必要

16



Ⅳ 結びに ～国と都道府県等との協働関係のアップデート～ 17

都道府県

国（厚生労働省等）
人口の減少（働き手世代の減少）
高齢化の進展（高齢人口の増）

医療・介護のニーズの変化
担い手の状況の変化

役割の明確化・強化
～方向性、調整、支援～

役割・ミッションが
重くなることは不可避

我が国・地方が直面が不可避な政策課題

共通の

政策課題

国

地方自治体

医療等団体

医療機関医療従事者

患者

国民・市民

広い関係者共通の、
協働で向き合う

政策課題
地域医療構想

それぞれの関係者（ステークホルダー）が
それぞれの立ち位置からの主体的な対応が求められている。

「ステークホルダー」（利害関係者）を意識した推進

→「協働」で推進・対応すべき課題

【地域医療構想推進の要件】※石川県

① ステークホルダーの参加
（当事者意識の醸成）

② 課題（問いの設定）

③ 課題の「見える化」

④ 解決策の提示（仮説構築）

⑤ 合意形成（コンセンサス形成）

→ 結論の前から問題認識を共有し、
その上で合意形成した結論であれば
実効性は高まる。

検討・協議過程を準備期間に

今回の報告は１／４７の限界も…

厚生労働省には、この場や医療部会等でのしっかりとした議論に加え、
新型コロナ対策で培った経験を生かした、
都道府県との協働・対話（情報の共有、知見・経験の入手・その反映）をお願いしたい。



参考資料１－１ 地域医療構想に関する都道府県意見①
（今後の地域医療構想の進め方に関する都道府県説明会(R6.2.28厚生労働省主催)に対する意見）

意見・質問等 件数

推進区域モデル及びモデル推進区域について ４７件

病床数の必要量、病床機能区分、病床機能報告
上の病床数と病床数の必要量の差異について

・病床機能区分について
・病床数の必要量のあり方について
・病床機能報告上の病床数と病床数の必要量

の差異について

１５件

７件
５件
３件

地域医療介護総合確保基金について １２件

都道府県への早期の情報提示について ８件

各種データの提供について ７件

令和８(2026)年度の取り扱いについて ４件

都道府県知事の権限行使について ２件

現行構想から新構想への繋がりについて ２件
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意見・質問等計：１０７件

その他 １０件

診療報酬について １件

経営改善のための支援について １件

新型コロナウイルス感染症を踏まえた総括に
ついて

１件

都道府県等の取組に関するチェックリストに
ついて

１件

国からの都道府県及び医療機関に対する調査
について

１件

地域医療構想調整会議のあり方について １件

病床数以外の指標について １件

中長期的な方向性による国の通知について １件

地域医療構想の推進に関する取組主体につい
て

１件

病床機能報告における報告マニュアルの周知
について

１件

意見・質問等 件数



参考資料１－２ 地域医療構想に関する都道府県意見②
（今後の地域医療構想の進め方に関する都道府県説明会(R6.2.28厚生労働省主催)に対する意見）
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・定量的基準について、現行は各都道府県が独自に作成しているため、他の都道府県や全国との比較が困難などの問題があることか
ら、新たな地域医療構想においては全国一律の基準をお示しいただきたい。

・現行の高度急性期、急性期、回復期、慢性期の４分類について、例えば回復期病棟の中に相当数の急性期病床が含まれていること
などが議論を複雑化させていることから、改善策をご検討いただきたい。

・次期地域医療構想では、策定後の状況の変化に応じて将来の病床の必要量を再度算定できるようにする等、柔軟な仕組みとしてい
ただきたい。

・構想策定後の進捗状況の検証を客観的に行えるよう、毎年度、国において、将来の病床の必要量の算定方法と整合の取れた定量的
な方法で機能別病床数についての現状分析を行い、都道府県へ提供いただきたい。

・必要病床数と病床機能報告上の病床数との差異については、全国一律の計算式により積算されていることに課題があるため、国に
おいて計算式が適切であったのかを検証し、評価を行っていただきたい。

病床数の必要量、病床機能区分、病床機能報告上の病床数と病床数の必要量の差異について

地域医療介護総合確保基金について

・地域医療介護総合確保基金に関しては、活用を希望する関係機関が多岐に渡り、基金の活用事業計画の検討には時間を要すること
から、2026年度以降の基金にかかる方針は、遅くとも2025年度当初には提示いただきたい。

・2026年の基金活用事業については、県の予算編成日程上、2025年の夏頃には検討を始める必要があるため、都道府県が計画的に予
算措置できるよう、基金の今後の取扱いについて示す時期を明確にするとともに、できるだけ早期に提示いただきたい。

（文責：本報告者）



参考資料１－３ 地域医療構想に関する都道府県意見③
（今後の地域医療構想の進め方に関する都道府県説明会(R6.2.28厚生労働省主催)に対する意見）
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・新たな地域医療構想は、とりまとめには相当な期間を要すると想定しており、保健医療計画の中間の見直し作業とも重なること
から、都道府県における策定作業期間を可能な限り確保していただきたい。

・令和８年度の１年間で新たな地域医療構想策定を想定しているとの説明だが、地域の実情を踏まえた新たな構想策定のためには、
都道府県における検討・策定期間を少なくとも現行構想の策定期間と同様、１年半は確保できるよう、現在の想定スケジュール
よりも早く国ガイドラインを発出していただきたい。

都道府県への早期の情報提示について

令和８(2026)年度の取扱について

・2026年が地域医療構想の空白年度になることは、各医療機関にとって指標がなくなるということであり、指標のない中では
どの事業に補助金等の支援を行うか判断できず、支援の実施が困難であることから、この空白年度の取扱いを明確かつ早期に
文書で示していただきたい。

・各地域医療構想調整会議において、2026年以降の構想に向けたスケジュール感を説明してきたが、スケジュールが１年後倒しに
なっている理由を改めて調整会議の委員に対して説明する必要があることから、厚生労働省から具体的な経緯を示していただき
たい。

（文責：本報告者）



参考資料１－４ 地域医療構想に関する都道府県意見④
（今後の地域医療構想の進め方に関する都道府県説明会(R6.2.28厚生労働省主催)に対する意見）
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・過剰な医療機能への転換の中止等の知事権限の適用対象は、既存の医療機関（病床機能報告対象）となっているため、
再編統合による新規開設の病院においても、地域医療構想調整会議等の協議を踏まえ過剰な医療機能への転換等を都道府県が
医療法に基づき命令・要請できるようにしていただきたい。

・地域医療構想調整会議等の協議を経ず、医療機関が過剰な病床機能に転換する場合があるため、転換した場合に都道府県が
医療法に基づき命令・要請できるようにしていただきたい。

都道府県知事の権限行使について

経営改善のための支援について

・人口減少による医療ニーズの減少等により、経営危機となる医療機関が続出してくると想定されるため、公立病院経営強化プラン
や対応方針など、各医療機関に計画策定を求めることよりも、経営改善のための有効な支援（経営コンサルティング、経営改善の
助言ができる専門家の数年単位の派遣など）を行うことで、結果として機能分化・連携強化が進むのではないか。

地域医療構想調整会議のあり方について

・国からの通知や事務連絡、ガイドラインにより地域医療構想調整会議で県民生活に影響を及ぼす協議事項（重点支援区域の申請合
意や地域医療介護総合確保基金の活用に係る合意、紹介受診重点医療機関に係る協議など）が年々追加され、会議の役割が増大し
ている状況にあることから、組織体制整備等の支援を図るべきではないか。

（文責：本報告者）
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第11回回地域医療構想及び医師確保計画に
関するワーキンググループ資料【石川県】より

参考資料２－１ 先駆的府県資料（石川県①）
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第11回回地域医療構想及び医師確保計画に
関するワーキンググループ資料【石川県】より

参考資料２－１ 先駆的府県資料（石川県②）



24参考資料２－２ 先駆的府県資料（佐賀県）



25参考資料２－３ 先駆的府県資料（新潟県）



参考資料３ 介護施設・医療施設の整備計画の特性等について ～福島県において～

項目 医療施設 介護施設

主な計画 第８次福島県医療計画
福島県地域医療構想

第１０次福島県高齢者福祉計画
第９次福島県介護保険事業支援計画

県の関与 県全体の総量の提示及び算出 介護保険対象施設の整備量は
市町村の介護保険事業計画を基礎として、
高齢者福祉圏域ごとに集計のうえ、県全域を算出

県の役割 広域的な視点での医療提供体制の確保
必要な施策の企画立案・実施
施設整備費等の補助

各高齢者福祉圏域内における整備状況、県内のバランスを
考慮しながら、地域の実情に応じた整備を促進
市町村の介護保険事業計画に基づき、施設整備費等を補助

設置計画・
政策的な誘導

地域医療構想調整会議（事務局：県保健
福祉事務所）において協議のうえ、決定

市町村の介護保険事業計画における施設整備量に変更が生
じた場合は、圏域別連絡会議（事務局：県保健福祉事務
所）において協議のうえ、決定
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27参考資料４－１ 福島県の医療圏概観① ～県北医療圏～
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参考資料４－2 福島県の医療圏概観② ～県中医療圏～



29参考資料４－３ 福島県の医療圏概観③ ～県南医療圏～



30参考資料４－４ 福島県の医療圏概観④ ～会津・南会津医療圏～



31参考資料４－５ 福島県の医療圏概観⑤ ～相双医療圏～



32参考資料４－６ 福島県の医療圏概観⑥ ～いわき医療圏～
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